
   越谷市主任介護支援専門員研修受講支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市は、介護事業所等における人材の確保及び定着を支援し、もっ

て本市における安定的かつ継続的な介護サービスの提供を確保するため、

主任介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号。以下「施行規則」という。）第１４０条の６６第１号イ⑶に規定す

る主任介護支援専門員をいう。以下同じ。）の資格の取得及び更新に係

る研修の受講料を負担した者に対し、予算の範囲内において越谷市主任

介護支援専門員研修受講支援事業補助金（以下「補助金」という。）を

交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、越谷市補助金等の交付手続き等に関

する規則（平成８年規則第３１号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴ 介護事業所等 別表に掲げる介護事業所等であって、次に掲げる要

件を満たすものをいう。 

 ア 市内に所在すること。 

 イ 規則第５条第１項の規定による補助金の交付の申請の日（以下 

  「申請日」という。）において、事業運営を休止していないこと。 

 ⑵ 対象主任介護支援専門員等 主任介護支援専門員又は主任介護支援

専門員の資格を取得しようとする介護支援専門員 

 ⑶ 法定研修 主任介護支援専門員の資格の取得又は維持に関し必要な

研修であって、次に掲げるものをいう。 

  ア 施行規則第１４０条の６８第１項第１号に規定する主任介護支援



専門員研修 

  イ 施行規則第１４０条の６８第１項第２号に規定する主任介護支援

専門員更新研修 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 同一の法人が運営する介護事業所等において、申請日までに継続し

て３月以上勤務している対象主任介護支援専門員等（常勤である者に

限る。以下同じ。）であって、法定研修修了後も引き続き介護事業所

等に勤務する意思がある者 

⑵ 同一の法人が運営する介護事業所等において、申請日までに継続し

て３月以上介護支援専門員の資格を要する職務に従事している対象主

任介護支援専門員等であって、法定研修修了後も引き続き介護事業所

等において、介護支援専門員の資格を要する職務に従事する意思があ

る者 

⑶ 補助対象者が受講しようとする法定研修に係る受講要件を満たす者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助

対象者としない。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定す

る暴力団員又は越谷市暴力団排除条例（平成２５年条例第１４号）第

３条第２項に規定する暴力団関係者 

 ⑵ その他市長が不適当であると認める者 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、申請日の属する年度に修了する法定研修に係る受講料（以下「受講

料」という。）とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額を



除く。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から国、他の地方公共団

体、対象主任介護支援専門員等を雇用する法人その他の団体から受けた

補助金その他の収入の額を控除して得た額（当該額に１,０００円未満

の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）とし、１０,０００円

を限度とする。 

 （申請書の様式等） 

第６条 規則第５条第１項の申請書の様式は、第１号様式のとおりとする。 

２ 前項の申請書の提出期限は、毎会計年度定めるものとする。 

３ 規則第５条第１項第２号及び第３号に掲げる事項は、記載することを

要しない。 

４ 規則第５条第２項第１号から第３号までに掲げる事項に係る書類は、

添付することを要しない。 

５ 規則第５条第２項第４号の市長が必要と認める事項を記載した書類は、

次に掲げる書類とする。 

⑴ 補助金所要額調書 

⑵ 就労等証明書（第２号様式） 

⑶ 法定研修の内容及び受講料が確認できる書類の写し 

⑷ 介護支援専門員証又は主任介護支援専門員研修の修了証明書の写し 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定通知等） 

第７条 規則第９条の規定による交付決定の通知は、第３号様式により行

うものとする。 

２ 市長は、補助金の不交付の決定をしたときは、越谷市主任介護支援専

門員研修受講支援事業補助金不交付決定通知書（第４号様式）により申

請者に通知するものとする。 



 （補助事業の変更等） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しよう

とする場合においては、越谷市主任介護支援専門員研修受講支援事業補

助金変更等承認申請書（第５号様式）により市長に申請しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

当該申請が適当であると認めるときは、越谷市主任介護支援専門員研修

受講支援事業補助金変更等承認通知書（第６号様式）により当該交付決

定者に通知するものとする。 

 （実績報告書の様式等） 

第９条 規則第１５条第１項の報告書の様式は、第７号様式のとおりとす

る。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 補助金実績額調書 

⑵ 法定研修を修了したことが確認できる書類の写し 

⑶ 補助対象経費の支出を証明する領収証等の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して３

０日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の３月

３１日のいずれか早い日までとする。 

 （補助金の額の確定通知） 

第１０条 規則第１６条第１項の規定による補助金の額の確定通知は、第

８号様式により行うものとする。 

 （請求書の様式） 

第１１条 規則第１８条第２項の請求書の様式は、第９号様式のとおりと

する。 



 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 



別表（第２条関係） 

１ 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４

１条第１項に規定する指定居宅サービスを行う事業所であって、法第

８条１１項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行うもの 

２ 法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスを行う事

業所であって、法第８条第１９項に規定する小規模多機能型居宅介護

の事業を行う事業所 

３ 法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスを行う事

業所であって、法第８条第２０項に規定する認知症対応型共同生活介

護の事業を行う事業所 

４ 法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスを行う事

業所であって、法第８条第２２項に規定する地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の事業を行う事業所 

５ 法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスを行う事

業所であって、法第８条第２３項に規定する複合型サービスの事業を

行う事業所 

６ 法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所 

７ 法第４８条第１項第１号に規定する指定介護老人福祉施設 

８ 法第９４条第１項の規定による許可を受けた介護老人保健施設 

９ 法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスを行う事業所で

あって、法第８条の２第９項に規定する介護予防特定施設入居者生活

介護の事業を行うもの 

１０ 法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービ

スを行う事業所であって、法第８条の２第１４項に規定する介護予防

小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所 

１１ 法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービ

スを行う事業所であって、法第８条の２第１５項に規定する介護予防



認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所 


